
公 募 公 告 
 
埼玉県所沢市並木３丁目２番地に所在する防衛医科大学校（正門北側）において、託児施設の設置

及び経営を行う業者について、下記のとおり公募します。 
 
令和７年１０月８日 
 

防衛省防衛医科大学校事務局 
総務部長  宮原 賢治 

 
記 
 

１ 公募に付する事項 
（1）件 名：防衛医科大学校（正門北側）において、託児施設の設置及び経営を行う業者 
（2）公 募 者 数：１者 
（3）設置開始時期：令和８年４月１日～ 
（4）業務内容等：「募集要領」及び「仕様書」のとおり。 
 
２ 応募する者に必要な資格に関する事項 
（1）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 
（2）令和７・８・９年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＤ等級以上の 

資格を有する者であること。 
（3）認可保育所又は事業所内保育事業所（認可）において、０歳から２歳までの保育の営業実績が 

あること。 
（4）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合 

は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質 
的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関 
する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴 
力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 

（5）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目 
的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。 

（6）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ 
るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。 

（7）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者 
ではないこと。 

（8）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。 
（9）暴力団又は暴力団員及び(5)から(8)までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者で 

ないこと。 
（10）公募説明会に参加できる者。なお、参加できない場合は、応募できないものとする。 
 
３ 公告掲載期間及び募集要領等配布場所 
（1）公告掲載期間：令和７年１０月１４日（火）～令和７年１０月２３日（木） 
（2）配布場所：防衛医科大学校事務局総務部厚生課 

なお、令和７年１０月１４日（火）より、防衛医科大学校ＨＰにて取得可能 
 
４ 応募申込み 
  公募説明会に応募する者は、下記の応募締切日までに①会社等の名称、②公募説明会出席者氏
名、③連絡先（電話番号、メールアドレス）を下記の連絡先にメールで申し込みを行うこと。 

（連絡先） 
埼玉県所沢市並木３丁目２番地 
防衛医科大学校事務局総務部厚生課（担当者：小山内） 
M a i l：wel002@inet.ndmc.mod.go.jp(ﾀﾞﾌﾞﾙ・ｲｰ・ｴﾙ・ｾﾞﾛ・ｾﾞﾛ・ﾆ・＠) 
電 話：０４-２９９５-１２１１（内線２８７１） 

（応募締切日） 
  令和７年１０月２３日（木）午後５時まで 
  ※ 上記の日時を過ぎた申し込みは無効とする。 
 
５ 公募説明会 
（1）日  時：令和７年１０月２４日（金）１０時００分 
（2）場  所：埼玉県所沢市並木３丁目２番 防衛医科大学校 厚生課（本部庁舎１階） 
（3）説明事項：業務の概要、応募方法及び設置場所確認等 
 
６ 選定方法 
  「募集要領」のとおり。 
 
７ 応募の無効 
  本公告に示した応募する者に必要な資格がない者の応募は無効とする。 



募 集 要 領 

 

１ 概 要 

  埼玉県所沢市並木３－２に所在する防衛医科大学校において、組合員に保育サ

ービスを提供するため、託児施設の設置及び経営委託に関する業者を以下に記載

する諸条件に従い募集する。 

 

２ 応募資格 

(1) 認可保育所又は事業所内保育事業所（認可）において、０歳から２歳までの保 

育の営業実績があること。 

(2) 自治体の実施する指導監査において文書指摘を受けていないこと。 

(3) 令和７・８・９年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」若 

しくは「役務の提供等」のＤ等級以上又は同等の資格を有すること。 

(4) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正 

な業務の履行が確保される者であること。 

(5) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、 

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代 

表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が 

、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同 

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 

(6) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に 

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者で 

はないこと。 

(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す 

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し 

ている者ではないこと。 

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す 

るなどしている者ではないこと。 

(9) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している 

者ではないこと。 

(10) 暴力団又は暴力団員及び(6)から(9)までに定める者の依頼を受けて公募に参 

加しようとする者ではないこと。 

 

３ 設置施設の所在地及び名称 

  埼玉県所沢市並木３－２ 防衛医科大学校 

 

４ 公募説明会（募集要領、仕様書等説明会及び託児施設見学会） 

(1) 日時：令和７年１０月２４日（金）１０時００分（９時５５分までに入室） 

(2) 場所：埼玉県所沢市並木３－２ 防衛医科大学校本部３階第１会議室 

(3) 携行品：顔写真付きの身分証明書、募集要領 

(4) 参加条件：①募集要領を取得していること。 

        ②令和７年１０月２３日（木）１７時までに公募説明会に係る申 

込みをしていること。 

(5) その他：車両での乗入が不可のため、公共交通機関を利用すること。 

 

５ 設置条件 

(1)  設置方法 



   国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１８条第６項に基づく行政財産の 

使用許可により設置する。 

(2)  募集業種及び場所 

    

 

 

(3) その他 

   細部は別添「仕様書」のとおり。 

 

６ 応募手続等 

別紙のとおり。 

 

７ 選考の方法 

  提出された企画提案書等に基づき、書類選考による総合的審査の上、業者を選

考する。 

ただし、選考業者に辞退又は失格等があったときは、次点の者とする。 

また、審査結果については、異議を申し立てることができないものとする。 

 

８ 選考結果等 

(1) 通知年月日（予定） 

令和７年１２月中 

(2) 通知要領 

    選考業者に対し、文書等により通知する。 

(3) 説明会の日時・場所 

選考業者に対し、別途通知する。 

(4)  その他 

この公募に応募がなかった場合には、原則として防衛省共済組合が公募を行

うものとする。 

 

９ 業者選考後の提出書類 

  選考された者は、次に揚げる書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

   国有財産使用許可申請書（別途配布） 

(2) 提出先 

   申請書等の提出に同じ。 

(3) 提出期限 

選考業者に対して別途通知する。 

 

10  質問等 

(1) 質問方法 

１事業者につき担当者１名でお願いします。 

要旨を簡潔にまとめ、下記アドレスにメールすることとし、電話での問合せ 

はご遠慮ください。 

M a i l：wel002@inet.ndmc.mod.go.jp(ﾀﾞﾌﾞﾙ・ｲｰ・ｴﾙ・ｾﾞﾛ・ｾﾞﾛ・ﾆ・＠) 

(2) 質問期間 

令和７年１０月２４日（金）から同年１１月４日（火）の午後５時まで 

ただし、令和７年１１月４日（火）午後５時以降は、申請書（別紙様式）を提 

出した事業者に限ります。 

応募業種 場所 

託児施設（事業所内保育事業所） 正門北側（託児施設及び園庭） 



(3) 回答方法 

質問のあった事業者に対し、個別に回答した後、公募説明会に参加し、申請書 

（別紙様式）を提出したすべての事業者に令和７年１１月７日（金）以降に一括 

して回答いたします。 

 

11 その他 

応募、審査、契約手続きに関し、応募者が要する費用については、すべて応募者 

の負担とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

応募手続等 

 

１ 申請書等の提出 

設置及び経営を希望する者は、以下のとおり、第１項の提出書類を、第２項の提

出先に、第３項の提出期間に宅配便、郵送又は持参し、募集要領に記載されたフォ

ーマットのとおり作成すること。 

なお、提出された書類は返却しない。 

(1) 提出書類 

ア 申請書 １部 

イ  企画提案書（付紙様式第１）２５部 

     以下の事項について、必ず全て記載すること。（作成要領は付紙第１参照） 

(ア) 事業所概要 

① 保育理念、運営方針等の具体的な取組 

② 保育内容及び保育料金 

    ③ 職員の採用、配置、人材育成、健康管理等 

    ④ 給食提供 

    ⑤ 子どもの健康管理及び衛生管理 

    ⑥ 安全管理及び防災 

    ⑦ 保護者との連絡及び連携 

    ⑧ その他提案事項 

(イ) 企画提案書付属書類 ２５部 

   企画提案書の具体的な資料等（日本工業企画Ａ４） 

(ウ) その他関係書類 各１部 

   公募に参加する者に必要な資格を確認するため、以下の関係書類を併せ 

て提出すること。（関係書類の不備又は参加資格がないと判断された場合は、 

企画提案書の審査は行わず無効とする。） 

  ① 業務確約書（付紙様式第２） 

  ② 戸籍抄本（法人である業者にあっては、登記簿謄本（履歴「事項全部証 

明書又は現在事項全部証明書」） 

    ※ 発行後１か月以内のもの 

  ③ 営業経歴書（会社の商号・所在地、代表者役職・氏名、沿革（営業年 

数）、役員や従業員数等の概要、営業品目、営業所の所在状況等。内容が 

記載されたパンフレット等でも可） 

    ④ 財務諸表 

個人：直近の（申請日直前３年以内に税務署に提出した）所得税青色申 

告決算書、確定書 

      法人：直近の（申請日直前３年以内に確定した）貸借対照表、損益計算 

     書、株主資本等変動計算書、正味財産増減計算書、収支計算書、決算報告 

書等） 

    ⑤ 直近の法人税又は所得税に関する納税証明書 

     （個人：その３の２、法人：その３の３） 

      ※ 発行後１か月以内のもの 

    ⑥ 会社概要（様式は問いません。③営業経歴書又はその内容が記載され 

たパンフレットを提出する場合は、会社概要は不要です。） 

    ⑦ 印鑑証明書 

      ※ 発行後１か月以内のもの 

    ⑧ 誓約書（付紙様式第３） 



    ⑨ 役員名簿（付紙様式第４） 

    ⑩ 保育・託児所の運営実績「書籍提出時点で認可保育所〇ヶ所、認証 

保育所〇ヶ所、地域型保育事業所内保育所〇ヶ所」と運営施設数 

を明記した書類に加え、運営施設のうち、任意の３か所につき（３か所に 

満たない場合はそれ以下の数で可）、以下の資料を提出 

・ 事業所名称 

・ 所在地 

・ 開所年月日 

・ 平面図（乳児室、ほふく室、保育室、屋外遊戯施設（代用はその旨を 

記載は内訳を記載） 

     ・ 定数（年齢別） 

     ・ 職員数（保育士等の内訳及び国籍を記載） 

     ・ 職員の平均勤続年数 

     ・ 保育事業等 

    ⑪ 令和８年度資金計画 

    ⑫ 今後３年間の収支計画 

    ⑬ 保育に対する苦情等の対応（過去１年分） 

    ⑭ 自治体が実施する指導監査結果（又は立ち入り調査結果）及び監査等 

に際して提出した施設調査書（現況報告書）（過去５年分（施設１か所分） 

    ⑮ 防衛省共済組合が福利厚生を目的として契約しているアウトソーシン 

グ会社との契約締結の可否 

    ⑯ 保育所のしおり（重要事項説明書など）（任意の１か所分） 

    ⑰ 児童票、保育日誌、保護者との連絡帳の見本（任意の１か所分） 

  （注）防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を有する者に限り、「資格決定通 

知書の（写し）を、②、③、④及び⑤に定める書類に代えることができる。 

(2) 提出先 

   〒３５９－８５１３ 

  埼玉県所沢市並木３丁目２番地 

防衛医科大学校事務局総務部厚生課（担当者：小山内） 

   Mail：wel002@inet.ndmc.mod.go.jp(ﾀﾞﾌﾞﾙ・ｲｰ・ｴﾙ・ｾﾞﾛ・ｾﾞﾛ・ﾆ・＠) 

   電話：04-2995-1211（内線 2871） 

(3) 提出期限 

   公募説明会終了後から令和７年１１月７日（金）１７時００分まで 

    

２ 応募者の失格 

  次のいずれかに該当する行為があった場合は、失格とする。 

(1) 提出書類が期限を過ぎて提出された場合 

(2) 提出書類等が募集要領に記載されている事項を満たさない場合 

(3) 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

(4) 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

(5) 過去（又は現在）、防衛省（防衛省共済組合を含む。）に支払う国有財産使用料 

（防衛省共済組合の場合は、管理手数料等）及び光熱水料を滞納したことがあ 

る（している）場合 

(6) その他、違反と認められる場合 

 

３ 提出書類の変更禁止 

  原則として、提出書類の変更（修正、差し替え、削除、追加）は禁止する。 

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ

別紙様式

申　　　請　　　書

令和　　年　　月　　日

　防衛省防衛医科大学校長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本社(店)所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆ　Ａ　Ｘ：

　埼玉県所沢市並木３丁目２番地における防衛省防衛医科大学校が募集する託児施設
の設置及び運営を受託することについて希望するので申請します。
　なお、この申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないことを誓約
します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　　話：



付紙様式第１

企画提案書

会社名

保育理念、運営方針等の具体的な取組について（５００字基準）
※別紙表での記載可



保育内容及び保育料金について
※別紙表での記載可



職員の採用、配置、人材育成、健康管理等（５００字基準）



給食提供について(３００字基準)



子どもの健康管理及び衛生管理について(５００字基準)



安全管理及び防災について（制限なし）



保護者との連絡及び連携について(５００字基準)



その他提案事項(３００字基準)



病児病後児保育 ０８００～１８００ 円

緊急保育 ２４時間 円／３０分

休日保育 ０７３０～１８３０ 円

一時預り保育 ０８３０～１７００ 円

１歳児 円

属　紙

利用時間別・年齢別保育料(基準)

区　　　　分 料　　　金 備　考

２歳児 円

給　　食 １食 円

延長保育 １８３０～２０００ 円／３０分

基本保育(月極)
(祝日及び年末年始を除く)

月～金の週５日
０７３０～１８３０

０歳児 円

お や つ １食 円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(料金は、税抜き表示とする。)

教 材 費 １月 円

冷暖房費 １月 円

その他必要な費用 １月 円



 (2)　提出先
　公募説明会終了後から令和７年１１月７日（金）１７時００分まで

8
その他提案
事項

・上記以外で優れた点、あるいは提供できるサー
ビスについて

３００字基準

２　企画提案書様式
 (1)　様式は、「募集要領」付紙様式第１のとおりとし、サイズはＡ４版縦仕様とす

る。
 (2)　別紙の表等でサイズが大きくなる場合は、原則としてＡ３版にて企画書の中に

折り込む。

３　企画提案書の提出期限及び提出先
 (1)　提出期限

5
子どもの健
康管理及び
衛生管理

・子どもの健康管理に関する対応要領
・医療機関との連携を含めた応急体制
・保育園の衛生管理

５００字基準

3

職員の採用
、配置、人
材育成、健
康管理等

・職員の採用状況
・職員の配置基準及び資格の有無
・職員の人材育成に関する具体的なプラン（必要
な教育を含む。）
・職員の健康管理

５００字基準

4 給食提供

・給食(おやつを含む。)の提供要領（全年齢の対
応要領を含む。）
・献立や喫食状況の保護者へのお知らせ
・アレルギー疾患等への対応

３００字基準

7
保護者との
連絡及び連
携

・保護者との意見及び要望への対応
・子どもの育児に係る記録の管理及びその活用
・プライバシー保護、苦情対応についての考え方

５００字基準

6
安全管理
及び防災

・事故防止、災害防止、虐待防止等の子どもの安
全確保に関する対策
・職員に対し、避難訓練の実施、事故発生時の連
絡体制の周知、教育等の実施状況

制限無し

1

保育理念、
運営方針等
の具体的な
取組

・保育の質の向上や保育所運営についての考え方
・保育目標、保育計画(全体・年齢別)、デイリー
プログラム案、年間行事計画
・地域や保護者の意向を考慮した内容
・自己評価や外部からの評価への対応

５００字基準
別紙表での記
載可

2
保育内容及
び保育料金

・保育内容（休日保育、延長保育、一時預り保
育、病児病後児保育及び緊急保育の有無を含
む。）
・災害等の発生時における対応要領
・利用時間別・年齢別保育料(基準)
・その他徴収する費用

別紙表での記
載可
※積算根拠を
添付

付紙第１
企画提案書の作成要領

　本書は、「防衛医科大学校内託児所の運営」に係る企画提案書の作成要領について
まとめたものである。

１　提案項目

番号 項目内容 細　　　　部 適　用



 (4)　上記の企画提案書の構成、様式及び留意事項に従った企画提案書でないと防衛
省防衛医大学校が判断した場合は、企画提案書の評価を行わないことがある。ま
た、補足資料の提出や補足説明を求める場合がある。

 (5)　説明会への参加、企画提案書の作成、提出等に要する費用は、応募者の負担と
する。

 (3)
　応募者は、より具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を添付資料として
企画提案書に含めることができる。

　防衛省防衛医科大学校事務局総務部厚生課(電話：04-2995-1211(内線2871))
 (3)　提出方法

　宅配便、郵送又は持参

４　留意事項
 (1)　受理した企画提案書は、評価結果にかかわらず返却しない。
 (2)　企画提案書を評価する者が特段の専門的知識を有していなくても評価が可能な

企画書を作成する。なお、必要に応じて用語説明などを添付する。



付紙様式第２

　業　　務　　確　　約　　書

令和　　年　　月　　日

　防衛省防衛医科大学校長　殿

　「防衛省防衛医科大学校が募集する託児施設の設置及び運営受託業者」の応募に関
し、仕様書に定める事項を適正に履行できることを確約致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　　話：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆ　Ａ　Ｘ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本社(店)所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ



 (1)　法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、団
体である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表
者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力
団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第
２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６
号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者

付紙様式第３

誓　　　約　　　書

　(　私　　当社　)は、下記第１項に該当せず、将来においても該当しないことを誓
約します。また、使用許可を受けた国有財産の使用に当たっては、下記第２項に掲げ
る使用等を行わないとともに、暴力団員等による不当介入を受けた場合には、下記第
３項の措置を行うことを誓約します。また、当方が下記第１項に該当しないことを確
認するため、当方の個人情報について、共済組合が警察当局へ情報提供することに同
意します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益
を被ることになっても、異議は一切申し立てません。

記

１　契約の相手方として不適当な者

２　公序良俗に反する使用等

 (2)　役員等で、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に
損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

 (3)　役員等で、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す
るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して
いる者

 (4)　役員等で、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する
などしている者

 (5)　役員等で、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 (6)　暴力団又は暴力団員及び(2)から(5)で定める者の依頼を受け、受諾しようとし

ている者

　なお、役員等に変更があった場合には、速やかに変更後の役員名簿を提出します。

　暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等である
ことが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、
これらの用に供されることを知りながら、使用許可物件を第三者に転貸し又は賃借
権を譲渡すること。

３　警察への通報等
 (1)　使用許可物件を使用するに当たって、暴力団又は暴力団員、社会運動標榜ゴロ

(注１)、政治活動標榜ゴロ(注２)、その他暴力団関係者から、不当要求又は業務
妨害を受けた場合は、断固としてこれを拒絶するとともに、速やかに警察に通報
し、捜査上必要な協力を行うこと。

 (2)　前号による警察への通報及び捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにそ
の内容を記載した書面により、許可者に報告すること。

注１： 社会運動を仮装し又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等
を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者

注２： 政治活動を仮装し又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等
を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者



　　　住所又は所在地(本社)

　　　事業者名(代表者氏名)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　防衛省防衛医科大学校長　殿

　　　令和　　年　　月　　日



付紙様式第４ 

 

令和    年    月    日 

役      員      名      簿 

商 号 又 は 名 称  

所 在 地  

役 職 名 

（フリガナ） 

生年月日 
性
別 

住     所 
氏 名 

 

（     ） 

   
 

 

（     ） 
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仕様書 

 

１ 業務件名 

防衛医科大学校における託児施設（事業所内保育事業所）の設置及び経営委託 

 

２ 相手方の決定 

  防衛医科大学校長（以下「甲」という。）が、託児施設（事業所内保育事業所）

の設置及び経営業務（以下「本業務」という。）について行う者（以下「乙」とい

う。）を決定する。 

 

３ 業務内容 

(1) 運営形態 

   国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１８条第６項に基づく行政財産の 

使用許可により設置し、託児施設（事業所内保育事業所）を経営する。 

(2) 設置場所 

   埼玉県所沢市並木３丁目２番地 防衛医科大学校正門北側 

(3) 国有財産使用許可面積 

   国有財産使用許可面積は、以下のとおりとする。（細部は別図第１及び別図第 

２のとおり。） 

ただし、国有財産使用許可面積以外に、案内板、看板等を設置する場合につい 

ては、甲と調整のうえ、使用許可を得ることとする。 

  ア 託児施設 

(ｱ) 延床面積：４３５．４９㎡ 

(ｲ) 構  造：鉄筋１階建 

(ｳ) 開設年月：令和３年９月 

  イ 自転車置場 

    延床面積：１４.７０㎡ 

  ウ 土地（託児施設及び自転車置場を除く。） 

    延床面積：１，２２８.６０㎡ 

 (4) 事業内容 

  ア 利用対象者 

    事業主（防衛省等）が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及び所 

沢市からの要請に基づき、受け入れる地域の乳児若しくは幼児（児童福祉法 

第６条の３第１２項） 

  イ 対象年齢 

    生後５７日目から２歳の児童 

  ウ 保育定員 

    基本保育 定員４７名 

区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 合計 

従業員枠 ６名 １３名 １３名 ３２名 

地域枠 - ７名 ８名 １５名 

合計 ６名 ２０名 ２１名 ４７名 

  エ 基本運営日 

    月曜日から土曜日まで（祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除 

く。） 

  オ 基本保育時間 



  (ｱ) 保育標準時間 

 午前７時３０分から午後６時３０分まで（１１時間） 

    (ｲ) 保育短時間 

     午前８時３０分から午後４時３０分まで（８時間） 

  カ 保育料金 

    所沢市（基本保育料）及び乙が決定する保育料金 

(4) 保育内容 

  ア 基本保育（月極） 

    月曜日から土曜日まで（祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除 

く。）の基本保育 

  イ 休日保育（事前予約） 

    所沢市における基本保育者（月極）利用者を対象とした休日等における休 

日保育 

  ウ 延長保育 

    所沢市における基本保育者（月極）利用者を対象とした運営日における延 

長保育 

    午後６時３０分から午後８時まで 

エ 一時預り保育（事前予約） 

    月曜日から土曜日まで（祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除 

く。）のうち、基本保育者（月極）利用者以外の保育希望者を対象とした保育 

オ 病児病後児保育（事前予約） 

  病気又は病気の回復期にあり、集団保育が困難で、保護者が保育できない 

児童を対象とした保育 

カ 緊急保育（２４時間対応） 

  突発的な災害発生等により、基本保育（月極）利用者又は、それ以外の保育 

希望者が、緊急登庁の必要が発生した場合の一時的な保育 

 

４ 契約の締結 

(1) 乙は、甲との間で託児施設に関する経営委託契約を締結しなければならない。 

(2) 本業務に使用する国有財 産の使用許可は、甲が取得し乙に当該国有財産を

使用させる。 

(3)  次の各号に該当する場合は、国有財産を使用させない又は使用について変更 

することがある。 

  ア 乙が許可条件に違反したとき。 

  イ 乙が自己都合により前第１号の契約を解除するとき。 

  ウ 甲又は国において使用物件を必要するとき。 

  エ 乙の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若

しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質

的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。）以下同じ。）であるとき。 

  オ 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

ているとき。 

  カ 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜



を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若し

くは関与しているとき。 

  キ 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に

利用するなどしているとき。 

  ク 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ているとき。  

(4) 甲との契約期間が満了又は契約を解除したとき、又は国有財産の使用に変更

が生じた場合は、乙は直ちに自己の負担で使用財産を現状に回復し、返還する

こと。 

なお、現状回復には、乙が設置したもの全ての撤去が含まれ、この場合、乙は 

甲又は国に対し、一切の補償を請求することはできない。 

ただし、当該業務を継続した場合は、この限りではない。 

 

５ 施設及び運営管理の基準 

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

(2) 子ども・子育て支援法（平成２４年８月２２日法律第６５号） 

(3) 所沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２ 

６年９月３０日条例第４３号） 

(4) 保育所保育指針（平成２０年３月２８日付厚生労働省告示第１４１号） 

(5) 食品製造業等取締条例（昭和２８年１０月１０日付東京都条例第１１１号） 

(6) 消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号） 

(7) 労働基準法（昭和２２年４月７日法律第４９号） 

(8) 最低賃金法（昭和３４年４月１５日法律第１３７号） 

(9) 労働安全衛生法（昭和４７年６月８日法律第５７号） 

(10) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号） 

 

６ 乙の資格 

  乙は、以下の条件を満たしていること。 

(1)  業務遂行上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。 

(2) 業務の全部を第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できること。 

なお、業務の一部について再委託を行う場合には、甲と協議すること。 

(3)  国有財産使用許可書の使用許可条件を遵守できること。 

(4)  本仕様書の全記載事項を遵守できること。 

(5) 財政状況、損益状況及び資金状況が良好であること。（なお、社会福祉法人以 

外の者が地域型保育事業者となる場合は、次の要件を満たすこと。） 

ア 地域型保育事業の年間事業費の１２分の１以上に相当する資金を、普通預 

金、当座預金等により有していること。 

  イ 直近の会計期間において、債務超過（負債が試算を上回っている状況）とな 

っていないこと。 

(6) 認可保育所及び事業所内保育事業所（児童福祉法第６条の３第１２第１号に 

定める施設として営業実績があること。 

(7) 自治体が実施する指導審査（検査において、福祉関係法令及び福祉関係通達 

に違反する、又は管理運営上支障が大きいと認められる並びに正当な理由な改 

善を怠っている等の文書指摘を、過去５年間にわたり受けていないこと。 

(8) 防衛省共済組合が、組合員の福利厚生を目的として契約を実施しているアウ 

トソーシング会社との契約の締結が可能なこと。 



 

７ 光熱水料 

(1) 乙は、本業務に要する光熱水料（電気、上下水道及びガス）を負担しなけ 

ればならない。 

また、毎月甲の指定した期日までに光熱水料を支払うものとし、指定した期 

日までに納金しなかった場合は、延滞金が発生することがある。 

(2) 電気・上下水道料金算定方法 

  ア 電気料金 

使用料＝使用量ＫＷＨ×単価×１．０３ 

Ｒ６年５月現在単価：２３円／ＫＷＨ（変動あり） 

  イ 上下水道料金（２ヶ月毎） 

    使用料＝単価（円／㎥）×使用量㎥×１．０２ 

    Ｒ６年５月現在単価：上水道３８８円（変動あり） 

              下水道２５４円（変動あり） 

 

８ 業務期間 

  令和８年４月１日～令和９年３月３１日まで 

ただし、運営が適切に行われており、甲が必要と判断した場合には、令和１３年 

３月３１日まで当該契約を更新することができる。 

さらに、必要に応じ５年を超えない期間で国有財産の使用許可を更新すること 

ができる。 

  また、業務の開始時期については、使用する施設の開始及び終了の諸準備等の

状況により開設時期が遅れる場合がある。この場合、乙は甲に対し一切の補償を

請求することはできない。なお、託児施設の開設及び撤去等に要する期間は、当該

契約期間に含まれるものとする。 

 

９ 費用負担 

  本業務に伴う費用は、乙の負担とする。 

 

10 名義使用の制限 

  乙は、自己の営業上の取引に関して、国又は甲の名義を使用してはならない。 

 

11 管理責任 

(1) 乙は、自らの責任において託児施設を管理し、火災、盗難、食中毒等の予防及

び託児利用者の危害予防について、関係法令及び規則等を遵守し、常に注意す

るものとする。 

 乙に起因する事故発生の場合は、自らの責任において、損害の賠償及び施設

の原状回復等を行い、甲及び国に対し、損害の賠償その他の申し立てをしない

ものとする。 

(2) 乙は、自らの責任において保安について常に心掛け、いかなる事故発生の場

合も甲及び国に対し、損害の賠償その他の申し立てをしないものとする。 

(3) 乙は、従業員の身元、規律の保持、風紀及び衛生に関すること等、人事管理そ

の他これらに関する関係諸法令の運用について、一切の責任を負わなければな

らない。 

(4) 乙の役員及び従事者は、日本国籍を有する者とし、また、日本国憲法又はその

下に成立した政府を暴力で破滅することを主張する政党その他の団体を結成し、



又はこれに加入してはならない。  

(5) 乙は、自らの責任において廃棄物の処理、減量化及びリサイクル化について、

関係法令及び規則に基づき適正に行わなければならない。 

(6) 施設の維持管理については、契約書、協定書及び国有財産使用許可書による。 

 

12 衛生等の健康保持 

  乙は、乙の従事関係者が結核及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）」で定義されている感染症を発症し

た場合又はその疑いのある場合には、業務に従事させないこととし、甲に対して

速やかに報告すること。 

 

13 提携病院 

  乙は、近傍の病院と提携すること。 

 

14 給食業務 

  給食業務は、本業務に含まれるものとし、以下のとおりとする。 

(1) 年齢に応じた給食（昼食、ミルク等）及びおやつの提供を行うこと。 

(2) 延長保育の対象児童には補食又は夕食を提供すること。 

(3) アレルギー対応食を実施すること。なお、その際は保護者と乙で協議を行い、 

医師の診断による指示書等に基づくこと。 

(4) 食育の充実を図ること。 

(5) 「所沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２６年９月３０日条例第４３号）」に規定されている食事の提供の委託の場合 

については、給食業務は受託した保育業務の範囲に含まれるものとして取扱い、 

給食業務により生じた問題は、乙の責任により解決することを条件とする。 

 

15 託児施設運営業務 

  託児施設を運営するにあたり、必要な以下の業務を実施すること。 

(1) 乙は、保育料、延長保育料、夜間保育料、一時保育料及び緊急保育料（以下 

「保育料等」という。）について、保育利用者から保育料等の徴収を行う。 

(2) 乙は、保育料等の滞納があった場合、保護者に対する初期の催促（対面、電話 

及び文書による催促）を実施すること。 

(3) 乙は、地域型保育給付を受けるために必要な体制（事務職員の配置等）につい 

て、各自治体と調整すること。 

(4) 乙は、甲と協力し、従業員枠（防衛省の職員又は防衛省共済組合職員が看護 

する乳児又は幼児）に係る園児募集、入所児童選定に係る業務及び保護者向け 

説明会を実施すること。 

   また、甲が依頼した会議へ出席すること。 

 

16 職員体制 

  「児童福祉法」及び「所沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

定める条例」等の基準を遵守し、託児施設を実施するための必要な知識及び経験 

等を有する職員を配置し、施設の管理運営に支障がない職員体制とすること。 

  なお、職員の配置数については、地域型保育給付に係る公定価格の基準（子ど 

も・子育て支援法第２９条第３項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準） 

において求められる職員数を充足すること。 



 

17 情報保全の遵守 

(1) 乙は、甲の担当職員の与えた指示及び本業務の遂行上知り得た甲等に関する

情報（書面等をもって甲の担当職員が乙に提供した情報並びに施設内及びそれ

に準ずる場所で作業する際に、見聞又は認識した情報の一切)及び託児施設利用

者とその家族に関する個人情報の保全を遵守し、これを本業務の履行以外の目

的に使用し、又は第三者に開示してはならない。 

(2) 乙は、自らの従事関係者に情報保全を遵守させるために必要な措置を取らな

ければならない。 

(3) 乙は、本契約の解除があった場合、又は中断した場合は、本業務の遂行上知り

得た情報（書面等をもって甲の担当職員が乙に提供した情報（乙が作成した複

製物を含む。））、託児施設利用者とその家族に関する個人情報を甲に返還または

甲の指示に従って、当該媒体の廃棄又は記録の消去等の措置を講じなければな

らない。 

(4) 乙は、業務に関連するデータについて、ファイル交換ソフトがインストール

されていないパソコン等を使用するものとし、必要書類の提出後、当該データ

を保持しないものとする。 

 

18 損害賠償 

  乙は、債務不履行の場合、情報保全に関する義務に違反した場合、その他業務

に関して甲及び国に損害を与えた場合には、甲及び国に対し一切の損害を賠償す

るものとする。 

 

19 甲の解除権 

甲は、次に掲げる各号の一に該当するときは、本業務の全部又は一部を解除す 

ることができる。 

(1) 乙の責めに帰すべき理由により本業務の目的を達することができないとき。 

（乙の資産信用が著しく低下した場合を含む。） 

(2) 乙又はその使用人が、甲及び所沢市の行う検査に際し、不正行為を行い、又は 

甲及び所沢市若しくは甲及び所沢市の指定する検査官の職務執行を妨げたとき。 

(3) 甲乙双方の責めに帰することができない理由により本業務の目的を達するこ 

とができないとき。 

(4) 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確にしたとき。 

(5) 乙が契約上の義務に違反したことにより本業務の目的を達する見込みがない 

とき。 

(6) 甲の都合により、本業務の解除を必要とするとき。 

 

20 乙の解除権 

乙は、自己の都合により本業務を解除しようとするときは、６ヶ月前までに甲

に申請し、甲の指示に従い解除することができる。この際、乙は残期間に相当す

る使用物品の維持保存に要した一切の費用等を請求することはできない。 

また、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立

または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立を

行う者は、当該手続開始前に解除を申出ること。 

 

21 業務仕様 



(1) 乙は、自ら提出した企画提案書に基づき、業務を適正に履行することとし、企 

画提案書の内容について、甲の了解なく変更しないこと。 

ただし、乙は、食材、容器、燃料等の高騰又は消費税等の税率変更に伴い販売 

商品の価格変更が必要となった場合は、甲と協議し、乙が設定した保育料等を 

変更することができる。 

(2) 本業務の遂行にあたっては、甲の指示に従うこと。 

(3) 乙は、庁舎内への出入り及び施設への立ち入りについては、庁舎内で定めら

れた関係規則の手続きを行うとともに、諸規定に従うものとし、許可を受けて

いない施設へは、立ち入らないこと。 

(4)  託児施設の撤去作業の遂行にあたっては、甲の指示に従うこと。 

(5) 乙は、使用物件の維持保存のための定期的な清掃等を行わなければならない。

（定期的な清掃とは、保育室、トイレ等の清掃を示す。） 

なお、定期的な清掃等の範囲外の空調フィルター及び電球の交換等について 

は、修繕費として国が負担することとする。詳細な範囲については、甲乙で協議 

する。 

（6） 乙は、国が計画した停電作業等について、甲の指示に基づき協力すること。 

なお、乙は、停電作業等が原因で使用機器及び食品等の損害があった場合は、 

甲及び国に対して損害の賠償その他の申し立てをしないこと。 

(7) 乙は、夜間の連絡体制を確立すること。 

(8) 乙は、施設等安全点検、日常安全点検等を実施すること。 

(9) 乙は、園児に対する見守り、声掛け、相談等を適切に実施し、児童虐待が疑わ

れる場合は直ちに項に報告するとともに、子ども家庭支援センターへの連絡等、

適切な対応を行うこと。 

(10) 乙は、所沢市からの養成に基づき受け入れる地域の乳児、もしくは幼児の保 

護者からの引取り及び引渡しについては、甲乙で協議する。 

(11) 乙は、毎日、託児施設周辺の清掃を行い、衛生管理について一切の責任を負 

うものとする。清掃範囲については甲乙で協議する。 

(12) 乙は、空調設備の運転、温度調整等は国の基準に従うものとする。 

(13) 乙は、売上金額を翌月の初日までに、収支計算書を翌月の１０日までに、ま 

た、毎年度の損益計算書を翌事業年度の５月末日までに甲に提出すること。 

(14) 乙は、毎月の保育従事者の勤務シフト表を前週金曜日若しくは前月末日まで 

に、また、保育指針及び年間指導計画を事業年度当初に甲に提出すること。 

(15) 乙は定期的に保護者説明会を実施し、保育状況等について保護者と連絡を密 

にするものとする。 

(16) 乙は、本業務の従事者に係る書類（履歴書（写し））など、甲が必要と判断し 

た書類の提出を求められた場合には、甲に提出しなければならない。 

(17) 乙は、防衛医科大学校地区における写真撮影について、業務に必要な場合の 

みとし、甲の許可を得るものとする。 

(18) 乙は、使用物件の一部を第三者に転貸し、第三者と共同で使用してはならな 

い。 

(19) 乙は、本仕様書に記載されている遵守項目に違反した場合及び故意の過失に 

より、甲又は託児施設利用者に被害が発生した場合は、直ちに業務を取り消す 

とともに、次年度以降、本業務に従事できない（契約の更新をしない）場合が 

ある。 

(20) 乙は、公募説明会等、説明会での遵守事項に違反した場合及び甲が要求して 

いる書類を提出しなかった場合（提出期限を守らなかった場合及び催促しても 



至急提出しない場合も含む。）は、次回以降、本業務に従事できない（契約の更 

新をしない）場合がある。 

(21) 託児施設の業務にあたり、首都直下型地震等の大規模災害が発生した場合に 

は、甲と相互に連携を図り協力すること。 

(22) 本仕様書に記載のない事項及び細部については、必要の都度、甲乙で協議す 

る。 

 

22 貸付品 

(1) 甲が、国から使用を許可された貸付品（細部は別紙のとおり。）について、乙

に貸し付ける場合の使用料は無償とする。 

(2) 貸付品の引渡、管理、修理及び返納に要する費用は、国の負担によるものとす

る。ただし、乙の責めに帰するべき事由による貸付品を破損等した場合におけ

る修繕または新規取得に要する費用は、乙の負担とする。 

 (3) 甲から許可された貸付品を、甲の許可なく廃棄等の処分をしてはならない。 

(4) 貸付品の返納後、乙が準備し設置する場合には、事前に甲へ報告し、許可を得

ることとする。なお、退去の際は、乙の負担により撤去するものとする。 

(5) 前各号以外に必要な消耗品類は、乙の負担とする。 

 

23 指導監督 

(1) 乙は、甲が必要により実施する児童の処遇等の保育内容、保育従事者の勤務 

状況、施設設備等の指導監督を受けるものとする。 

(2) 甲による乙に対する指導監督は、文書又は立入調査等により実施する。 

(3) 乙は、前号により改善要求がなされた場合には、１ヶ月以内に改善計画書を 

甲に提出し、許可を受けるものとする。 

 

24 業務の引継ぎ 

(1) 乙は、引き続き託児施設の運営業務が円滑に行えるよう、引継ぎにあたって 

は、業務期間の開始にあっては既委託会社、業務期間の終了にあっては、次期委 

託会社との間で行うこととし、経営業務に支障をきたさないようにする。 

(2) 業務の引継ぎにおいて発生する費用については、乙が負担するものとする。 

 

25 契約書及び協定書 

  委託会社決定後、契約書及び協定書を締結すること。細部は別途指示する。 

 

26 その他 

  国の施策等によって、募集要領、仕様書の内容が変更となった場合は、甲乙で 

協議することとする。 

  協議の結果、乙の了解が得られた場合には、再公募は実施しないこととする。 



別
図

第
１

建物

託児所：４３５．４９㎡

建物

自転車置場：１４．７０㎡

土地

敷地：１，２２８．６０㎡

防衛医科大学校託児施設 周辺配置図



別
図

第
２

防衛医科大学校託児施設 平面図

ほふく室（1歳）保育室（1歳）

便所

保育室

（2歳）

便所保育室

（2歳）
保育室

（一時預り）



別　紙

所有区分 種目 面積・数量 備考

建物 ４３５．４９㎡

器具・備品 付紙のとおり

土地 １，２２８.６０㎡ 園庭等

甲が乙に使用させる備品等の品目及び数量

国

防衛医大正門横



H29.9.25 ベビーカー  業務用ベビーカー（幼児用） 1 台 玄関

H29.9.25 ベビーカー  業務用ベビーカー（スリム型） 1 台 保護カバー付 玄関

H29.9.25 ベッド ベビーベッド 1 台 保育室

H29.9.25 平机  子供用机（６人用） 2 台 保育室

H29.9.25 保管庫 衛生保管庫 1 台 調乳室

H29.9.25 身長体重計 幼児用身長・体重計 1 台 保育室

H29.9.25 体重計 乳児用身長・体重計 1 台 保育室

H29.9.26 立体炊飯器 炊飯器 1 台 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ SR-HX106-W 調理室

H29.9.26 テレビ テレビ 1 台 ｼｬｰﾌﾟ AQUOS LC-40H40（40ｲﾝﾁ） 事務室

H29.9.26 ブルーレイ－レコーダー ブルーレイ－レコーダー 1 台 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾌﾞﾙｰﾚｲﾃﾞｨｰｶﾞ DMR-BRW1020 事務室

H29.9.26 電気掃除機 掃除機（コードレス） 1 台 東芝 ﾄﾙﾈｵVｺｰﾄﾞﾚｽ VC-CL1300-R 事務室

H29.9.26 空気清浄器 加湿空気清浄機（洋間、和室） 2 台 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ F-VC70XM-W 保育室

H29.9.26 空気清浄器 加湿空気清浄機（和室（小）） 1 台 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ F-VC55XM-W 保育室

H29.9.26 乾燥機（洗濯用） 洗濯乾燥機 1 台 日立 BW-DX120B 便所

H29.9.26 冷凍冷蔵庫 冷凍冷蔵庫 1 台 三菱 MR-B46A 更衣室

H29.9.26 食器乾燥器 食器乾燥機 1 台 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ FD-S35TA 調理室

R3.2.15 机（片袖） 片袖机 4 台
トヨセット 11-4001-1  50CBH106ARWW
W100×D60×H72

事務室

R3.2.15 椅子（回転） 椅子 4 脚
トヨセット 21-0440-4  TS-3205B-CRM
W57.5×D53.5×H84～H95.5　SH42～53.5

事務室

R3.2.15 書庫 オープン書庫 2 台
トヨセット 11-4983-0　HSR40W-10K
3段オープン書庫 W86.3×D39.9×H100

事務室

R3.2.15 保管庫 保管庫（３枚戸） 3 台
トヨセット 11-4993-0　HSR40Ｗ-10K/HSR40W-B
3枚引戸書庫W86.3×D39.9×H100 ﾍﾞｰｽ固定金具含

事務室

R3.2.15 ホワイトボード スライドボード 1 ｾｯﾄ
トヨセット 11-3897-0　HS専用スライドボード  HSSBN-90MY
W180×Ｈ105

事務室

R3.2.15 キャビネット クリアケースキャビネット 1 台
トヨセット 11-5018-0　ＨＳＲ40Ｗ-10ＡＦ
深型3列12段 W25.7×D346.5×H71.5壁固定金具含

事務室

R3.2.15 更衣ロッカー（６人用） ロッカー（６人用） 2 台
トヨセット 52-2757-0　SLKW-6
W90×D51.5×H180

更衣室

R3.2.15 金庫（耐火式） 耐火金庫 1 台
トヨセット 29-0232-0　ＯＳＳ-Ｄ　小型金庫
W48.4×D48.9×H37.2

事務室

R3.3.30 流し台 一槽シンク 1 台
ＳＵＳ３０４(株)マルゼン　ＢＳ１
Ｗ６００×Ｄ６００×Ｈ８００

検収室

R3.3.30 殺菌水製造装置 電解次亜塩水生成装置 1 台
三浦電子(株)　ビーコロンＣＬ－Ｓ６０
Ｗ２４２×Ｄ１４１×Ｈ２７８

検収室

R3.3.30 冷凍庫 冷凍庫 1 台
検食用フクシマガリレイ㈱ＧＲＮ－０６２ＦＭ６改
 Ｗ６１０×Ｄ６５０×Ｈ１９５０

検収室

R3.3.30 食器戸棚 食器棚 2 台
ステンレス戸付　(株)マルゼン　ＢＤＳ－０９６
Ｗ９００×Ｄ６００×Ｈ１８００

検収室

R3.3.30 コンベクションオーブン スチームコンベクションオーブン 1 台
(株)マルゼン　ＳＳＣＳ－０５ＭＤ
Ｗ６８０×Ｄ５６０×Ｈ６８５

調理室

R3.3.30 架台
スチームコンベクションオーブン
専用棚付架台

1 台
(株)マルゼン　ＳＳＣＳ－０５ＭＤＳＴ
Ｗ６５５×Ｄ５６０×Ｈ７００

調理室

R3.3.30 立体炊飯器 ガス炊飯器 1 台
リンナイ ＲＲ－４００ＣＦ
Ｗ５６９×Ｄ４８５×Ｈ４１９

調理室

R3.3.30 ライスサービスカート 炊飯カート 1 台
(株)マルゼン　ＣＲ－４４
Ｗ４５０×Ｄ４５０×Ｈ１００

調理室

R3.3.30 ガスコンロ ガステーブル 1 台
(株)マルゼン　ＲＧＴ－１２６５Ｄ
Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ８００

調理室

R3.3.30 冷凍冷蔵庫 冷凍冷蔵庫 1 台
フクシマガリレイ㈱　ＧＲＮ－１２１ＰＭ６
Ｗ１２００×Ｄ６５０×Ｈ１９５０

調理室

R3.3.30 調理台 両面式盛付台 1 台
(株)マルゼン　ＢＨ－Ｎ
Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ８００

調理室

R3.3.30 流し台 二槽シンク 1 台
両面用(株)マルゼン　ＢＳ２
Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ８００

調理室

R3.3.30 流し台 ソイルドテーブル 1 台
水切付１槽シンク　(株)マルゼン　ＢＤＳＴ
Ｗ９００×Ｄ７００×Ｈ８２０

調理室
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R3.3.30 ラック ラックシェルフ 1 台
水切付　(株)マルゼン　ＢＲＳ
Ｗ６００×Ｄ４００×Ｈ４３０

調理室

R3.3.30 食器洗浄機 食器洗浄機 1 台
(株)マルゼン　ＭＤＤＴＢ８Ｅ
Ｗ６４０×Ｄ６７０×Ｈ１４４５

調理室

R3.3.30 水切台 クリーンテーブル 1 台
水切台　(株)マルゼン　ＢＤＣＴ
Ｗ７００×Ｄ７００×Ｈ８２０

調理室

R3.3.30 包丁消毒保管庫 包丁まな板殺菌庫 1 台
(株)マルゼン　ＭＣＦ－０３４Ｂ
Ｗ３００×Ｄ４５０×Ｈ１５５０

調理室

R3.3.30 食器消毒保管庫 食器消毒保管庫 1 台
(株)マルゼン　ＭＳＨ１０－２１ＳＥ
Ｗ９２０×Ｄ５３０×Ｈ１８５０

調理室

R3.3.30 折りたたみ式ワゴン 折りたたみ式ワゴン 6 台
(株)アンナカ　ＫＥＡ－３
Ｗ６１３×Ｄ５０５×Ｈ９５８

調理室

R3.3.30 ワゴン 移動台 2 台
(株)マルゼン　ＢＭＷ－Ｎ
Ｗ６００×Ｄ６００×Ｈ８００

調理室

R3.3.30 上棚 上棚 1 台
１段式　(株)マルゼン　ＢＤＲ
Ｗ１２００×Ｄ３００×Ｈ４００

調理室

R3.3.30 フードプロセッサー フードプロセッサー 1 台
(株)エフ･エム･アイ　ＲＭ－３２００ＶＤ
Ｗ１９０×Ｄ２３０×Ｈ３８０

調理室

R3.3.30 電子レンジ 電子レンジ 1 台 パナソニック　ＮＥ－ＦＬ１００ 更衣室

R3.8.20 ＡＥＤ 自動体外式除細動器 1 台
日本光電工業株式会社　AED-3100　消耗品・オプション品含む
ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ SB-310V×1個　使い捨てﾊﾟｯﾄﾞ P-740×2個　AED／CPRﾚｽｷｭｰｾｯﾄ　YZ-
043H3×1個

事務室

R3.8.23 キーボード 電子キーボード 2 台 ヤマハ piaggero NP-32B 保育室

R3.8.23 掃除機 掃除機 1 台 アイリスオーヤマ SCD-M1P 保育室

R3.8.23 空気清浄機 空気清浄機 1 台 シャープ 加湿空気清浄機 KI-NS50 保育室

R3.8.23 洗濯機 洗濯機 1 台 ハイアール JW-C60C 調理更衣室

R3.8.23 幼児用テーブル 幼児用テーブル 3 台 ナナミ 幼児用テーブル カールＬ３４０ 保育室

R3.8.23 幼児用テーブル 幼児用テーブル 3 台 ナナミ 幼児用テーブル カールＬ４００ 保育室

R3.8.23 幼児用テーブル 幼児用テーブル 2 台 ナナミ 幼児用テーブル カールＬ４３０ 保育室

R3.8.23 幼児用テーブル 幼児用テーブル 3 台 ナナミ 幼児用テーブル カールＬ４６０ 保育室

R3.8.23 物品棚 紙芝居整理棚 1 台 チャイルド社 紙芝居整理ケース大型　#660616 保育室

R3.8.23 物品棚 画用紙整理棚 1 台 チャイルド社 15段 #660424 Ｋ１５Ｐ 保育室

R3.8.23 パーティション パーティション 1 台 チャイルド社 カスタムパーティション　#642549 保育室

R3.8.23 傘たて 傘たて 1 台 チャイルド社 ﾚｲﾝﾎﾞｰ傘立て #661109 玄関

R3.8.23 ベッド 折りたたみベッド 1 台 チャイルド社 ﾜﾝﾀｯﾁﾐﾆ折りたたみﾍﾞｯﾄﾞ  #671008 保育室

R3.8.23 避難・おさんぽ車 避難・おさんぽ車 1 台 チャイルド社 セフティバスなかよし   #642233 玄関

R3.8.23
サポートハンドル
（トイレ用品）

サポートハンドル
（トイレ用品）

2 台 チャイルド社 あひるサポートバー  #692723 便所

R3.8.23 収納ベッド付医療品棚 収納ベッド付医療品棚 1 台 チャイルド社 #671003 医務室

R3.8.23 カーペット 洗えるカーペット 4 枚 チャイルド社 丸洗いカーペット  ブレーメンの音楽隊 #692314 保育室

R3.8.23 子供用椅子 椅子（乳児用） 2 脚 チャイルド社 ラックプルメア #640422 保育室

R3.8.31 作業台 作業台 1 台
ＢＷ－０３６Ｎ　間口300㎜×奥行600㎜×高さ800㎜程度
SUS430

調理室

R3.8.31 作業台 炊飯台 1 台
ＢＷ　間口750㎜×奥行600㎜×高さ800㎜程度
SUS430

調理室

R3.8.31 作業台 作業台 1 台
ＢＷ　間口300㎜×奥行600㎜×高さ800㎜程度
SUS430

調理室

R3.8.31 配膳戸棚 バランサーカウンター 1 台
間口1,500㎜×奥行800㎜×高さ2,400㎜程度　SUS430　t:1.0㎜
底板1.5㎜　扉：上下開閉式

調理室

R4.12.16 幼児用テーブル 幼児用テーブル 5 台 ナナミ Ｌ３４０　♯103706 保育室

R4.12.16 幼児用テーブル 幼児用テーブル 3 台 ナナミ Ｌ４００　♯103705 保育室

R4.12.16 テーブル ミーティングテーブル 2 台 コクヨTML-KK1206CM-SW-6CPW1 事務室

R4.12.16 パーテーション 機能付パネル 2 台 コクヨPGR-S0816B-2H2H2J 事務室

R5.3.17 防犯カメラ 防犯カメラ（５台） 1 式 ワンケーブルADHデイナイトカメラ外 事務室・廊下・
園庭
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